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2023 年 12 月 1 日 

 

 

 

 

  



 

 【議案】 

 第1号議案 2022年度事業報告 

 第2号議案  2022年度会計報告ならびに監査報告 

 第3号議案  2023年度事業計画（案） 

 第4号議案  2023年度予算（案） 

 第5号計画 役員選任 

  

 



第1号議案 

 

第1号議案 2022年度事業報告 

日本ソフトパラフェンシング協会 

1. 協会設立総会 

 2022. 8.29 於：植草学園大学 

 

2． 主催事業 

 2022. 8.29 パラボランティア同窓会（「東京2020 in CHIBAレガシープロジェクト」として） 

    於：植草学園大学 東京2020大会ボランティア経験者20名参加 

 

3． ワークショップ 

 2022．9.17  ちば産学官連携プラットフォーム パラスポーツ体験会 

    於：千葉敬愛短期大学 大学生、高校生ほか計73名参加 

 2022.10.14  敬愛大学 パラスポーツ体験会 

    於：敬愛大学 来場者約20名参加 

 2022.10.23  長沼チャレンジフェスタ（千葉市スポーツ振興課から受託） 

    於：千葉市長沼コミュニティセンター 来場者約40名参加 

 2022.12.10  千葉大学パラスポーツ講座 

      於：千葉大学 

 2023.2.12  青森県・健康力アップ事業ワークショップ 

    於：青森県庁 参加者9名 

 2023.2.25  茂原市スポーツ少年団母集団研修会「母集団も楽しめるスポーツ少年団に」 

    於：茂原市市民体育館 

 2023.3.11  パラスポーツ交流フェスタinいちはら 

    於：帝京平成大学千葉キャンパス 

 2023.3.24  スポーツセミナー「ささえる・つくるスポーツの楽しみ方～東京2020大会のレガシー」 

    於：宮城学院女子大学 受講者約40名 

 その他、公認普及審判員講習を随時開催。 

 

4．学会等発表 

 2022.12.4  令和5年度第2回千葉県体育学会大会で発表 

    「東京2020大会のレガシーづくりに関する実践研究～日本ソフトパラフェンシング

    協会の活動を通じて」 

 

5. 審判講習 

 普及審判員講習 修了者153名 

 育成審判員講習 修了者 12名 

 （2023年3月31日現在） 

以上 



第2号議案

1. 収入の部 （単位：円）

項 目 金 額 備 考

事業受託費 78,100 千葉市スポーツ振興課

スポンサー協賛費 30,000 (株)プライムビーピー

協賛会費 10,000 1件

銀行利息 0

合 計 118,100 （A)

2. 支出の部 （単位：円）

項 目 金 額 備 考

事務用品費 4,230 会⾧印

レンタルサーバー費 9,900 GMOペパボ

受託事業講師料 20,000 馬場会⾧、藤森理事

受託事業スタッフ謝金 21,000 @3,000円×学生7名

振込手数料 550 千葉銀行

合 計 55,680 （B)

3. 差引残高

 (A)-(B)＝ 62,420円 を、次年度予算に繰り越します。

2023年3月31日

事務局⾧ 藤森孝幸

2023年3月31日

監事 下永田修二

(押印省略）

2022年度 日本ソフトパラフェンシング協会 収支決算書
2022年8月29日～2023年3月31日

関係諸帳簿等を確認し、監査した結果，正確かつ適正に処理されていること

を確認したことを報告します。



第3号議案 

 

2023年度事業計画（案） 

日本ソフトパラフェンシング協会 

 

1. 定期総会 

 2023.12. 1   書面決議にて開催 

 

2. 主催事業 

 2023.8月中  国立競技場でのレガシーツアー 

 

3.  共催事業 

 2024．2．9   東日本大震災 被災地との交流事業① with 敬愛大学 

        於：宮城県名取市立閖上小中学校 

 2024. 3/下旬 東日本大震災 被災地との交流事業② with 市民スポーツボランティアSV2004総会 

        於：宮城県仙台市 

 

4.  受託事業 

 2023. 9. 2   パラスポーツフェスタちば2023 （同フェスタ実行委員会から受託） 

       於：千葉ポートアリーナ 

 2023.10.15   千葉市中央区ふるさとまつり （千葉市から受託） 

       於：千葉市科学館きぼーる 

  

5． ワークショップ  

 通年      加盟大学が各々主催する普及審判講習、体験会の実施 

     各自治体等からの依頼による体験会の実施 

      小学校、中学校での出前授業 

 

 

 

 

          以上 



第4号議案

1. 収入の部 （単位：円）

項 目 金 額 備 考

事業受託費 100,000 千葉県、千葉市

スポンサー協賛費 30,000 (株)プライムビーピー

協賛金 20,000

銀行利息 0

前年度繰越金 62,420

合 計 212,420 （A)

2. 支出の部 （単位：円）

項 目 金 額 備 考

消耗品費 108,000 競技用品、講習会資料、事務用品

レンタルサーバー費 9,900 GMOペパボ

受託事業講師/ｽﾀｯﾌ謝金 90,000 @3,000円×30名

振込手数料 4,520

合 計 212,420 （B)

2023年4月1日

日本ソフトパラフェンシング協会

事務局長 藤森孝幸

【案】2023年度 日本ソフトパラフェンシング協会 予算書
2023年4月1日～2024年3月31日



第5号議案 

 

 

役員の選任について（提案） 

 

 当協会定款第7条の規程に基づき、日本ソフトパラフェンシング協会の理事として、総会開催    

日を以て、新たに1名の選任を提案する。 

 

  （候補者） 

 泉 美帆子 氏（帝京平成大学 健康メディカル学部 講師）  

  普及審判  2023年2月8日認定（認定員：馬場会長） 

       育成審判  2023年10月19日認定（認定員：馬場会長、廣瀬理事、日置理事） 

  泉氏はこれまでに帝京平成大学池袋キャンパスでの普及審判講習の開催機会をご提

 供いただくなど、「ポスト・オリパラ」期のソフトパラフェンシングの普及に多大なご理解を

 いただいている。 

  また育成審判講習を受講・認定を受けられており、今後の当協会の発展には欠かせな

 い人物と言えることから、理事に選任したい。 

 

  なお泉氏の理事選任に伴い、現任理事の増減はない。 

  （理事の人数は定款で10名以内と定められているが、現在理事長・理事は合わせて9名である。） 

 

 

  ※根拠規程 

 日本ソフトパラフェンシング協会 定款 

  第6条  この会に、次の役員をおく。 

          会長、理事長、理事（10名以内）、監事 

  第7条  役員の任期は特に定めない。役員の変更については理事会で検討し、総会 

         で議決する。 

 

 

        以上 

   

 



日本ソフトパラフェンシング協会 定款 

 
第１章 名称及び事務所 
第１条 この団体は、日本ソフトパラフェンシング協会といい、協会所在地は会長の所属する機関とし、

事務局を会長が定めた場所に設置する。 
 
第２章 目的及び事業 
第２条 この団体は、復興五輪の理念を持つ東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシ

ーとして開発したソフトパラフェンシングの普及を通じ、パラフェンシングの普及につなげるととも
に、SDGs の理解や共生社会の実現を目指すことを目的とする。 

第３条 この団体は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
１． ソフトパラフェンシングの普及・促進 
２． 日本パラフェンシング協会との連携 
３． 東京 2020 パラボランティア同窓会の開催 
４． その他この団体の目的達成に必要な事業 

 
第３章 会員及び組織 
第４条 この団体の会員は、団体の目的に賛同する者をもって組織する。 
第 5 条 この団体に、専門分科会及び支部をおくことができる。 
 
第４章 役 員 
第 6 条 この会に、次の役員をおく。 
     会長、理事長、理事（10 名以内）、監事 
第 7 条 役員の任期は特に定めない。役員の変更については理事会で検討し、総会で議決する。 
 
第５章  会 議 
第 8 条 この団体の会議は、総会、理事会とする。 
第 9 条 総会は全ての役員をもって構成し、毎年１回以上会長が召集する。役員の半数の出席者をもっ

て成立する。総会は、出席者の過半数をもって議決する。 
第 10 条 理事は理事会を構成する。理事会は必要に応じ理事長が招集し、団体の企画運営に関する事項

等、定款に基づいて職務を執行する。 
 
第６章 事業年度 
第 11 条 この団体の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 
 
第 7 章 会 計 
第 12 条 この会の経費は、次の収入による。 

1. 事業収入 
2. 助成金 
3. 寄附金 
4. その他 



第 13 条 この団体の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。なお、会計業務は、
事務局長が行うものとする。 

 
第６章 事業報告および決算 
第 14 条 この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局長兼任理事が作成し、監

事の監査を受けた上で、総会にて承認を得る。 
 
第７章 設立時の役員 
第 15 条 この団体の設立時の役員は次のとおりとする。 

  会 長：馬場宏輝（帝京平成大学） 
    理事長：遠藤隆士（植草学園大学） 
    事務局長兼任理事：藤森孝幸（敬愛大学） 

理 事：鈴木恵（植草学園大学）、小枝亜耶乃（敬愛大学）、澤田佳穂、加茂春奈、逢坂幸那（千
葉大学）、日置理子、廣瀬莉奈（帝京平成大学） 

監 事：下永田修二（千葉大学） 
 
第８章 附 則 
第 16 条 この団体の運営のための細則は、別に定めることができる。 
第 17 条 この会則は、2022 年 8 月 29 日より実施する。 
 
 
 



日本ソフトパラフェンシング協会　役員名簿
2022年8月29日現在

職名 氏名 所属 備考

会⾧ 馬場　宏輝 帝京平成大学（千葉キャンパス）

理事⾧ 遠藤　隆志 植草学園大学

理事 藤森　孝幸 敬愛大学 事務局⾧兼任

理事 鈴木　恵 植草学園大学

理事 小枝　亜耶乃 敬愛大学

理事 澤田　佳穂 千葉大学大学院　園芸学研究科

理事 加茂　春奈 千葉大学

理事 逢坂　幸那 千葉大学

理事 日置　理子 帝京平成大学

理事 廣瀬　莉奈 帝京平成大学

監事 下永田　修二 千葉大学


